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Ⅰ．位置指定道路とは（建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号） 

 

位置指定道路とは，「土地を建築物の敷地として利用するため，道路法・都市計画法（中略）

によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で，これを築造しようとする者が特定

行政庁からその位置の指定を受けたもの」である。 

市街化区域においては，一般的には開発区域が 500 ㎡未満の場合に，この手引きに従って

道路位置指定の手続を行う必要がある。 

なお，都市計画法第２９条の開発許可が不要な 500 ㎡以上の開発区域における道路位置指

定（国・地方公共団体が行うもの他）については，開発許可の基準（東京都）に準ずるもの

とする。 

 

Ⅱ．道路位置指定の手続き 

市 申  請  者 
期 間 

（目 安） 

事前相談 

調布市建築指導課との事前確認 
位置指定の可否・基準等について事前相談  

調布市まちづくり推進課 開発景観係との事前協議 
 開発事業事前相談カード提出 

  

事前協議(都) 

東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課へ相談カード提出 
開発行為に該当しないか確認（TEL 府中合同庁舎 042-364-2386） 

↓ 

該当しない旨の判断 

（東京都から申請者及び調布市まちづくり推進課へ報告） 

  

事前協議１ 

調布市まちづくり推進課 開発景観係へ街づくり条例に基づ

く開発事業事前協議書提出 

関係部所の事前確認 
公共管理者等 調布市（道路管理課，下水道課），東京都水道局他 

調布市建築指導課へ事前書類提出 
案内図，公図写し，土地関係者一覧，土地利用計画図， 

現況図（実測面積，接続道路の位置付け・幅員）など 

           ↓ 

事前決裁１（建築指導課及び関係各課） 

 

約 30 日 

事前協議２ 

(申請書類仮提出) 

申請書類一式提出 
（※図面訂正の可能性があるため，関係権利者の承諾印は不要） 

            ↓ 

 事前決裁２（建築指導課） 

 

約 10 日 

受理（受付） 
（関係権利者の承諾後）道路位置指定申請書の提出 

道路工事着手 

 

工事期間 

現場検査 道路工事完了（排水施設等の検査も含む）   

指定及び告示 
指定及び告示後道路位置指定通知書の返却 

（※ 建築物の確認申請は，位置指定及び告示日以降） 

 

約 20 日 

※期間はあくまで目安であり，計画の内容や書類の状況（精度）等により，前後することがありま

す。また，書類準備や関係権利者の承諾期間は含まれておりません。 
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Ⅲ．道路の基準（令第１４４条の４） 

(1) 道路の幅員 

 

                  

  

                       

     

 

 

位置の指定を受けようとする道路の幅員は，道路の中心線で直角に計り，図１に示すとお

りとする。 

 

(2) 転回広場 

幅員 6ｍ未満で道路延長が 35ｍを超える場合には，自動車の転回に支障がないように転回

広場を設置しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，既存の幅員６ｍ未満の袋路状道路に接続して指定を受けようとする場合は，当該袋

路状道路の延長に既存の袋路状道路の延長を加算して，行き止まり道路延長（袋路状道路延

長）とする。 

 

 

道路延長 幅員 

Ｌ≦35ｍ 4.0ｍ以上 

Ｌ＞35ｍ 4.0ｍ以上 
 

 

図１ 道路幅員 

指定幅員（４ｍ以上） 

5.5 m 

5.5 m 

5.5 m 
Ｗ 

Ｗ 

図 2-Ｂ 転回広場（Ｔ型） 

5.5 m 

5.5 m 

5.5 m Ｗ 

Ｗ 

図 2-Ａ 転回広場（ト型） 
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 (3) すみ切り 

道路が同一平面で交差し，接続し又は屈曲する箇所は，角地の隅角をはさむ辺の長さ２ｍ

以上の二等辺三角形となるすみ切りを設置する。 

     

 

 

 

 

 

 

  令第１４４条の４第１項第２号のやむを得ない場合とは，次のア又はイに該当するものを

いう。 

 ア 物理的理由又はどちらか一方のすみ切り部分の関係権利者の承諾が得られない場合で，  

底辺が４ｍ以上となる二等辺三角形の片側すみ切りを設けたもの 

 イ 平成２８年７月１日以前に，建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第４３条第１項た

だし書の適用を受けた経緯のある道で，底辺が２ｍ以上となる二等辺三角形のすみ切りを

設けたもの 

 

  令第１４４条の４第１項第２号の必要がない場合とは，歩道幅員が２ｍ以上ある道路に接

続するものをいう。 

 

（4）道路構造 

  道路は簡易舗装を原則とする。竣工後，市の管理に属する場合については，道路管理課と

協議の上，舗装すること。 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（5）道路の位置の明示 

道路の境界は，原則として側溝，縁石その他により明確にすること。 

ただし，土地の状況によりこの措置がとれない場合は，１０ｃｍ角で長さ４５ｃｍ以上の

コンクリート又は石のくいによりその位置を表示すること。（調布市建築基準法施行細則 

第２１条） 

2ｍ 2ｍ 

図３ すみ切り 

 

 

 

5ｃｍ 

15ｃｍ 

20ｃｍ 

40ｃｍ 

▼ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 

図４ 簡易舗装の例（40 型） 

2ｍ 

４ｍ 

アスファルト混合物(密度 T) 

粒度調整砕石(M-40) 

クラッシャーラン(RC-40) 
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（6）道路の勾配 

縦断勾配が 12％以下であり，かつ，階段状でないこと。 

ただし，道路となる土地の高低差が著しく，スロープとすることができない場合は階段状 

とすることができる。その場合は下記のとおりとする。（建築基準法施行令第２３・２４条） 

・階段は「けあげ」１６ｃｍ以下，「踏面」２６ｃｍ以上であること。 

・階段の高さが３ｍを超える場合は，高さ３ｍ以内毎に踏幅１．２ｍ以上の踊場を設ける。 

・階段の上面は，石，コンクリート等の硬質材料による構造であること。 

また，道路が崖地及び水路等に接する場合は，安全上転落防止柵等を設置すること。 

 

（7）道路排水施設 

雨水と汚水・雑排水は合流方式（ただし，一部地域によっては分流方式あり）を原則とし

（下水道課と協議して計画すること）,道路の雨水排水の処理はＬ型側溝を原則とする。 

 

Ⅳ．承諾の範囲について 

承諾を必要とする範囲は，道路となる土地に権利を有する者，道路に沿接する土地及

びその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者（原則として登記され

ているものを基本とする）とする。 

また，既存の位置指定道路等，私道に接続して指定する場合は，その私道の接続部分

及び改変を伴う部分の土地所有者（道路管理者）の承諾を必要とする。 

公道（国道・都道・市道）に接続する場合は,その道路管理者の承諾を必要とする。 

道路に沿接する土地は，道路の管理上及び施工上等から承諾が得られない場合，道路境界

線から原則として離隔を１５ｃｍ設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣地 道路 
15cm 



                             

 - 6 - 

Ⅴ．申請書類について（法規則第９条及び調布市施行細則第１８条第１項） 

（１） 申請書類 

  以下及び９ページを基に正・副２部提出ください。 

申請書（第 15 号様式），委任状，印鑑登録証明書，土地・建築登記記録（全部事項），

排水接続許可書等，住民票（登記上の住所と現住所が異なる場合），原図（第 16号様式）

（袋に入れる），原図の写し，その他（農地転用届出書等）必要とする書類 

※ 原図はＡ１版は１６折り，Ａ２版は８折りとしてください。 

※ 副本には原図の写しのみで構いません。 

 

（２）申請書（第 15 号様式）記載事項 

①申請道路の地名・地番 

道路となる土地の地名・地番とは，申請に係わる道路の部分の地名・地番（地番及び

号を含む）をいう。土地の一部が道路となる場合は「～の一部」と記載する。 

無地番の国有地を含む場合は「～と～の間の無番」と記載する。 

 

②申請に係る道路延長 

申請に係る道路の延長は，各幅員の延長とする。 

 

③自動車転回広場の取り扱い 

自動車転回広場は，道路の延長に含めて指定する（L1+L2）。（図５，図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[注]延長による表示が難しい場合は面積表示とするが，できるだけ延長表示とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 m 

5.5 m 

L2=5.5 m Ｗ 

Ｗ 

転
回
広
場

 

L
1
=
道

路
延

長
 

図５ 転回広場（ト型） 

5.5 m 

5.5 m 

5.5 m 
Ｗ 

Ｗ 

転
回
広
場

 
L
1
=
道

路
延

長
 

図６ 転回広場（Ｔ型） 

L2 
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（３）申請図（第 16 号様式）※原図は和紙等の耐久性の高いものとする。 

①付近見取り図 

付近見取り図は縮尺 1/1500～1/3000 程度とし，方位，申請に係わる道路の位置，付近の

目標，街区，街区番号，既存道路，道路名称，交差点名称等の状況を明確に表示する。 

 

②構造図 

1.道路構造図（道路の横断面図） 

 縮尺は 1/50 程度とする。 

 側構・縁石・標示杭の位置・道路面の構造を記入し，高低差のある場合は道路の中心

での位置を算定する。 

 道路断面を表示し，構造を明確にする。 

 敷地境界との位置関係を明確にする。 

 隣接地と高低差のある場合は，幅員・道路敷等を明示する。 

 傾斜地の場合や道路勾配が途中で変わる場合は，必要に応じて縦断面図，横断面図を

作成する。 

2.その他の構造図 

 人孔・集水孔・汚水孔・トレンチ・浸透槽等，指定に伴い設置される公共施設の構造

図を表示する。 

 縮尺は 1/10～1/50 程度 

 

③地籍図 

 方位は，付近見取り図と一致する。また，申請図の凡例に従って記載する。 

 縮尺は，1/100，1/200，1/250，1/300，1/500，1/600 のいずれかとする。 

 道路（隅切りを含む）の位置は基点からの距離により表し，幅員，延長，中心線での

延長および各辺長を記入する。 

 地番界・地番・建物の家屋番号・権利者名 

道路となる土地の各筆の土地所有者，その他の権利者別に記入する。道路に接する

こととなる土地の所有者・賃借権者・その他権利者・建築物又は工作物の所有者・

その他権利者名を，それぞれ権利別に記入する。 

 既存建築物・予定建築物の配置，敷地面積，用途及び出入口の方向（矢印）を示す。 

 土地に高低差がある場合は，がけ・擁壁・計画地盤高さ等を明示する。宅地造成等規

制法の許可申請も同時に行う場合は，許可番号等も記入する。 

 敷地周辺の長さを記入する。また，路地状敷地の場合は間口と延長距離を記入する。 

 既存道路は，公道，私道の種別と位置，幅員を記入する。位置指定済道路の場合は，

指定年月日・番号・幅員を記入する。 

 都市計画施設（道路・公園など）は，まちづくり推進課 都市計画・地区まちづくり係で

位置の証明を受けて概略線を記入する。 

 申請道路は他の道路と区別するため太線で記入する。又，杭の表示も行うこと。 

 公道に接続する場合は，公道の幅員証明を添付する。 

 排水施設は，人孔・枡の位置を明示し，開渠は実線，暗渠は破線で記入する。 

 傾斜地の場合は道路勾配を記入する。 

 土地の各筆の地目を記入する。 
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④公図の写し（申請前 3ヶ月以内程度のものとする） 

 写した年月日・写した場所・写した者を記入する。 

 申請道路を公図中に点線で明示する。 

 

⑤承諾書 

 権利別に承諾者名を記入し，承諾印（実印）を捺印する。「権利別」とは，地名・地番

及び権利種別が分かるように記入することである。 
権利とは，所有権・地上権・賃借権・抵当権・地役権等をいう。 

例）土地所有者   2119-3 

建物所有者   2219-3-2 

根抵当権者   2119-15 

 承諾者ごとに承諾年月日を記入するとともに,関係権利者全員の承諾を得た日付を 

「この図面のとおり道路位置の指定を承諾いたします。」の欄の日付として記入する。 

 親権者，法定代理人，公有地管理者のある場合は，これらの資格を氏名欄に記載する。 

 

⑥その他 

 備考欄に，総面積・道路面積・区域面積（総面積-道路面積）を記入する。 

 

（４）添付書類 

①印鑑登録証明書 

 印鑑登録証明書は，承諾を得た関係権利者全員のものが必要である。（官公庁は不要） 

 印鑑登録証明書は，承諾年月日の前後３ヶ月以内に発行されたものとする。 

 住民票は，登記簿謄本または登記事項全部証明書の住所と印鑑登録証明書の住所が 

異なる場合に添付する。 

 

 

②土地・建物登録登記簿謄本または土地・建物登記事項全部証明書 

 道路となる土地，道路に沿接する土地の全筆について最新（1 週間程度以内）の登記簿

謄本または登記事項全部証明書（過去３ヶ月の権利関係等が分かるもの）が必要である。 

 相続人が未登記で相続関係を明らかにする必要がある場合は，戸籍謄本，家系図，  

遺産分割協議書等を添付する。さらに備考欄にその旨を記載する。 

 

③その他 

 区域面積の求積図面および求積表を添付する。 

 公有地については，その管理者の承諾または占用許可書を添付する。 

 区画整理事業区域内の場合は，土地区画整理法第 76 条の許可書を添付する。 

 都市計画事業区域内の場合は，都市計画事業施工者への照会と回答書を添付する。 

 公有地の境界確定の証明（境界確定図の写し）を添付する。 

 登記されていない建築物は，課税証明書や家屋所在地証明等により権利者を確認する。 

 公道に接続する場合は，公道幅員証明および公道管理者の接続の承諾を添付する。 
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道路位置指定申請 事前協議１提出書類一覧 

NO 必 要 書 類 備 考 

1 案内図  

2 公図  

3 土地関係者一覧表  

4 現況図  

5 実測図  

6 土地利用計画図  

 

道路位置指定申請 事前協議２及び本申請 提出書類一覧 

NO 必 要 書 類 備 考 

1 道路位置指定申請書  

2 案内図  

3 道路位置指定申請図  

4 現況図  

5 実測図  

6 公図  

7 土地関係権利者一覧表  

8 土地の登記記録全部事項証明書  

9 委任状  

10 印鑑登録証明書（法人は資格証明も添付）  

11 土地利用計画図  

12 給水計画図  

13 排水計画図  

14 公共施設の管理図  

15 公共施設の構造図  

その他必要に応じて指示するもの 

1 理由書  

2 経緯書（廃止の場合）  

3 建物の登記記録全部事項証明書  

4 農地転用許可書の写し  

5 都市計画証明書  

6 公道証明書  

7 建物関係権利者一覧表  

8 住民票等  

※ 本申請においては,正・副２部提出すること 



道路位置指定に係る申請フロー

申請者
特定行政庁

受付：建築指導課

都市計画課，下水道課

道路管理課

申請者

特定行政庁

受付：建築指導課

申請者

特定行政庁

検査合格後，指定決裁

指定の決裁後，告示決裁

協議書類提出

意見，指示等連絡

申請図面の作成，必要資料の整理

申請書類仮提出

訂正指示

工事終了後連絡，検査

告示決裁後，副本返却

意見等

合議

事前協議１

事前協議２

※ 市に寄付をする場合，道路管理課
管理係・財産管理係などと舗装厚，
構造物などに関して充分打ち合わせ
してください。

※ 捨印がもらえない場合や押印が
必ず揃うと限らない場合など原図
押印のタイミングについては注意し
てください。

申請者

東京都多摩建築指導事務所開発
指導第二課及び調布市都市計画
課に開発事業事前相談カード提出

（開発に該当するか東京都が確認）
・下水道課，道路管理課と事前協議

・都市計画課へ街づくり条例に基づく
開発事業事前協議書を提出

以降東京都と

打ち合わせ

該当せず

開発に該当

申請書正規受付後，工事着工位置指定申請

事前協議（都）

各課調整
継続協議

下水道課より排水計画承認通知書

Ｈ２６．４．１現在
このフローはあくまで一般的な事務処理の流
れを示したものです。取り付け先，計画地，計
画内容等によって，協議先が追加されることも
ありますのでご注意ください。

下水道課より下水道検査合格連絡

東京都から申請者及び都市計画課
に開発に該当しない旨の報告

（関係権利者の承諾等）

※別途，都市計画課
の街づくり条例に基づ
く手続きが必要
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